
「魅力ある職場づくり」推進に向けた各企業の取組

時間外労働の削減
・日々の業務は日課表を定めるとともに、業務の見直しを重ね策定した手順書に
基づき行うなど業務の統一化を図り効率的にすすめており、月１人あたり平均所
定外労働時間は２時間程度と削減に努めている。

年次有給休暇の取得促進
・年間取得目標を12日とし、少なくとも毎月１日、全職員が年次有給休暇を取得
することを推奨しており、計画表で早め早めに予定を組むようにしている。また、
時間単位年休も導入、各部署の配置人数を手厚くするなど、仕事内容にかかわら
ず誰もが年休を取りやすいよう人員を配置した結果、令和2年度は1人あたり年間
13日の取得を確保することができた。

その他の魅力ある職場づくりを推進するにあたっての取り組み
・ケアマネージャー、介護福祉士など資格を取得した職員の特別昇給制度を設け
てスキルアップを推奨している。
・正規非正規を問わず、慶弔休暇や病気休暇の特別休暇を設けるとともに、準職
員から正職員への転換制度を設け、能力がある人、やる気がある人を積極的に登
用している。
・職員が悩みを相談しやすいよう管理職とのフリートーキングの場を設けるなど
コミュニケーションの機会を設けるよう努めている。
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